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 ではない。本件において ではない本件において 1 7

認定所断したのであるから 認定処断したのであるから 1 8

犯情としてでも 犯情とてでも 2 4

及ぼしたものに過ぎない 及ぼしたに過ぎない 3 7

背反する 違背する 3 12

疑いのない 疑のない 3 13

示した判例の見解 示た判例の見解 3 13

当然であろう 当然であらう 3 22

瞬間的であるに反し 瞬間的であるのに反し 3 22

刑とし 刑として 4 10

これに次くもの これに次ぐもの 4 10

法律か無期自由刑を 法律が無期自由刑を 4 17

残虐な刑罰を 残虐な刑罪を 4 18

懐中時計及びその鎖を 懐中時計及び鎖を 5 9

了解し得るのであつて、 了解しうるのであつて、 5 16

関係か存在すべきもの 関係が存在すべきもの 6 7

同栗山茂、同小谷勝重、 同栗山茂、小谷勝重、 6 16

右判例集一九七頁 本判例集一九七頁 7 7

上告理由とすることを 上告理由として 8 7

相対的のものであつて、 相対的なものであつて、 9 1

審理をするのでなけれは到底 審理をするのでなければ到底 9 7

 裁判官か決定した 裁判官が決定した 9 10

 


